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「取引所為替証拠金取引説明書」の一部改正について 

                                     下 線 部 変 更 

 （平成 29年 10月 30日） 

現 行 変 更 後 

（表紙） 

平成 29年２月 

 

取引所為替証拠金取引の仕組みについて 

☆   （省 略） 

☆ 証拠金 

(1)～(2)   （省 略） 

(3)証拠金 

①個人のお客様 

個人口座では、取引所における 1枚あたりの証拠金

基準額（本説明書では、以下「取引所基準額」とい

う。）は、取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元

本金額の 4％に相当する円価額となります。取引所

基準額に基づき 4 つのレバレッジコース「1 倍」「5

倍」「10倍」「25倍」があります。新規注文発注の際

に、お客様の取引手法に応じたレバレッジコースを

ご選択していただけます。 

（追 加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  （省 略） 

(4)～(5)   （省 略） 

(6) 証拠金の引出し 

証拠金預託額に決済差益を加えた額が、取引所が

定める引出しの基準となる額以上の当社が定める

額を上回る場合には、その上回る額を限度として

証拠金預託額の範囲内で現金の引出しを行うこと

ができます。 

 

 

（表紙） 

平成 29年 10月 

  

取引所為替証拠金取引の仕組みについて 

☆   （現行どおり） 

☆ 証拠金 

(1)～(2)   （現行どおり） 

(3)証拠金 

 ①個人のお客様 

個人口座では、取引所における 1枚あたりの証拠金

基準額（本説明書では、以下「取引所基準額」とい

う。）は、取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元

本金額の 4％に相当する円価額となります。取引所

基準額に基づき 4 つのレバレッジコース「1 倍」「5

倍」「10倍」「25倍」があります。新規注文発注の際

に、お客様の取引手法に応じたレバレッジコースを

ご選択していただけます。 

ｽｲｽﾌﾗﾝ/円 、ﾄﾙｺﾘﾗ/円、ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ/円、ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰ

ﾅ/円 

必要証拠金額は、流動性等の見地から当社独自の措

置といたしまして、レバレッジ「25 倍コース」の証

拠金額を「10倍コース」と同額に設定しております。 

南ｱﾌﾘｶﾗﾝﾄﾞ/円、香港ﾄﾞﾙ/円  

必要証拠金額は、流動性等の見地から当社独自の措

置といたしまして、レバレッジ「25倍コース」と「10

倍コース」の証拠金額を「5 倍コース」と同額に引

き上げております。 

 

②  （現行どおり） 

(4)～(5)   （現行どおり） 

(6) 証拠金の引出し 

証拠金預託額に決済差益を加えた額が、取引所が

定める引出しの基準となる額以上の当社が定める

額を上回る場合には、その上回る額を限度として

証拠金預託額の範囲内で現金の引出しを行うこと

ができます。 

原則として、出金依頼日の翌営業日にお客様名義

の指定金融機関口座に送金いたします。出金は 1営

業日 1回です。 
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現 行 変 更 後 

 

 

 

 

 

 

(7)～(10)   （省 略） 

 

（以下省略） 

 

 

 

 

【別紙】 

☆取引所為替証拠金取引の種類 

（省 略） 

（注）韓国ウォンについては、100韓国ウォンあたりの呼

び値となります。 

対日本円取引のうち、メキシコペソについて、当分の

間、上場が延期されます。また、中国人民元、インド

ルピー及び韓国ウォンについて、当分の間、上場を休

止しています。 

 

 

 

（以下省略） 

 

 

 

平成29年２月27日 

 

 

※1 営業日とは 7：00～翌 7：00（米国サマータイ

ム期間は 6：00～翌 6：00）です。 

※1 億円以上のご出金の場合は上記日数より時間

がかかる場合があります。 

※出金時の振込手数料は当社が負担いたします。 

 

(7)～(10)   （現行どおり） 

 

(以下現行どおり) 

 

 

 

 

【別紙】 

☆取引所為替証拠金取引の種類 

（現行どおり） 

（注）韓国ウォンについては、100韓国ウォンあたりの呼

び値となります。 

中国人民元、インドルピー及び韓国ウォンについて

は、当分の間、上場を休止しています。 

 

 

 

 

 

(以下現行どおり) 

 

 

 

平成29年10月30日 

 

 

 


